
税制改正大綱の概略と
改正スケジュール
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平成25年度税制改正大綱の概略

（1）投資促進
設備投資を前年度比10％超増やした企業に対し、投資額の
30％の特別償却や3％の税額控除

（2）給与増を促進
平均給与などを増加した企業に対し、給与増加額の10％を
法人税額から控除

（3）中小企業交際費
年800万円まで全額損金算入

相続税

（1）相続税の基礎控除の大幅縮小
相続税は、遺産が基礎控除額までなら税金は発生せず。
その基礎控除額が40％減額。

（現 行）5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数
（改正案）3,000万円＋ 600万円×法定相続人の数
（2）相続税の最高税率引き上げ

相続税の税率は、２億円超の金額に対する税率が上がり、
最高税率が50％⇒55%

（3）小規模宅地等の特例の適用要件緩和・面積拡大
①特定居住用の適用対象面積が240㎡から330㎡へ拡大
②特定事業用と特定居住用のみ適用対象とする場合、それ

ぞれの適用対象面積まで適用可能
③2世帯住宅や老人ホーム入所の場合の取扱いが一部明確化

(1)(2)(3)①②(7)…平成27年1月1日以後の相続等から適用 (4)(5)(7)…平成27年1月1日以後の贈与から適用
(3)③…平成26年1月1日以後の相続等から適用 (6)…平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出されるものに適用
(8)…平成25年4月1日以後の相続等・贈与から適用

（4）暦年贈与の税率構造の改正
①贈与税の調整（最高税率の引き上げ等）
②20歳以上の者が直系尊属（親、祖父母など）から贈与を

受けた場合の贈与税が軽減
（5）相続時精算課税制度の要件が緩和

①受贈者の範囲に20歳以上である孫（現行推定相続人のみ）
が追加

②贈与者の年齢要件が60歳以上（現行65歳以上）に緩和
（6）教育資金の一括贈与の非課税措置の新設

一定の教育資金の贈与が最大1,500万円まで非課税
（7）事業承継税制の要件緩和

非上場株式の納税猶予制度の種々の要件が緩和
（8）非居住者（日本国籍なし）の国外相続財産の課税拡大

日本国内に居住する者から相続・遺贈・贈与で取得する国外
財産を相続税・贈与税の課税対象に追加

所得税

（1）所得税の最高税率の見直し
平成27年より課税所得4,000万円超は40％から45％へ
税率アップ

（2）金融所得課税
年100万円までの株式等の投資について、配当や譲渡益が
5年間非課税(日本版ISA) 。公社債等の課税方式の変更等。

（3）住宅ローン減税等の拡大（一般住宅）
平成26年4月から平成29年入居で最高控除額が年40万円

法人税
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主な税制改正のスケジュール
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法人税
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ポ イ ン ト
国内設備投資需要を喚起する観点から、国内設備投資を増加させた青色申告法人が新たに国内で取得
等した機械・装置について、取得価額の30％の特別償却又は取得価額の3％の税額控除の選択適用が
できます。

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用適 用 時 期

（注１）生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産（無形固定資産及び生物を除く。）で構成されているものをいう
なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しない

（注２）損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含む

以下の要件①及び②を満たした場合、新たに国内において取得等をした機械・装置について、取得価額の30％の特別
償却又は取得価額の3%の税額控除（法人税額の20％を限度）ができるようになります。

要件① 国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10％超増加していること
要件② 国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること

前事業年度

改 正 内 容

適用事業年度

生産等設備への
年間総投資額 機械・装置

への投資額

要件①年間総投資額が前事業年度

と比較して10％超増加

要件②年間総投資額が適用事業

年度の減価償却費超

生産等設備への
年間総投資額

30％の特別償却

又は

3％の税額控除

（法人税額の20％を限度）

（出典）経済産業省

生産等設備投資促進税制の創設（所得税・法人税・法人住民税・事業税） 新設



所得拡大促進税制の創設（法人税・所得税・法人住民税）

ポ イ ン ト
個人の所得水準を底上げする観点から、給与等支給額を増加させた場合に、当該支給増加額に10%
の税額控除ができます。

平成25年4月１日から平成28年３月31までの間に開始する各事業年度適 用 時 期

改 正 内 容

（出典）経済産業省

以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除（法人税
額10%（中小企業等は20%）を限度）が認められます。

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

（注1）国内雇用者とは、法人の使用人（法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。）のうち国内事業所に勤務する雇用者
（注2）給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
（注3）基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度
（注4）雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制と選択適用

平均給与等支給額

給与等支給額

基準事業年度

平均給与等支給額

適用1年目

平均給与等支給額

適用2年目

10%の税額控除
（法人税額の10%
（中小企業等は20%）

を限度）
基準年度からの増加額

基準年度からの増加額

【要件③】平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らない

【要件①】給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加
【要件②】給与等支給額が前事業年度を下回らない
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新設



商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設（法人税・所得税等）

ポ イ ン ト
中小企業等が経営改善に関する指導等を受けて行う店舗の改修等に伴い、器具備品及び建物附属設備
の取得等を行い指定事業の用に供した場合に、取得価額の30％の特別償却又は取得価額の7％の税額
控除との選択適用ができます。

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得等し、事業の用に供した設備に適用適 用 時 期

商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が器具・備品（1台30万円以上）又は建物附属設備（1台60万円以
上）を取得した場合に、取得価額の30％の特別償却又は7％の税額控除（※1）を認める措置が創設されます。
（※1）税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業等に限ります

改 正 内 容

新設

中小商業・サービス業・農林水産業

認定経営革新等支援機関
商工会議所

商工会
都道府県中小企業団体中央会
商店街振興組合連合会 等

アドバイスを行う機関

アドバイス

相談

アドバイスを踏まえた設備投資

（出典）経済産業省

活性化に資する設備の例
・店舗内のイメージアップ、

集客力の拡大

〇照明設備（ダウンライト）

〇シャンプー台設備

〇理容椅子

〇冷蔵オープンショーケース

指定事業への供用
税制措置

（特別償却又は税額控除）

（注1）経営改善に関する指導等とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに
必要な設備投資等に係る指導及び助言

（注2）指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業（これらのうち風俗営業等を除く）
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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための
臨時措置に関する法律の廃止に伴う措置

ポ イ ン ト

金融機関から債権を取得した再生ファンド等が債権放棄を行う場合など合理的な再生計画に基づく債
権放棄であっても、企業再生税制の適用が受けられないケースも少なくないため、合理的な再生計画
に基づく債権放棄について、中小企業再生支援を行う再生ファンド（※）の債権放棄も企業再生税制
の適用の対象とする特例

（※）内閣総理大臣（金融庁長官）及び経済産業大臣が指定

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に再生計画認可の決定等がある場合に適用適 用 時 期

（注１）特定投資事業有限責任組合とは、一定の基準に適合する中小企業者の事業の再生に資する投資事業有限責任組合として内閣総理大臣（金融庁長官）及び
経済産業大臣が指定する、中小企業再生支援を行う再生ファンドをいう

青色申告書を提出する中小企業者について、再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合で、かつ、
2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が債務処理に関する計画によって特定投資事業有限責任組合の組
合財産となる場合において、その中小企業者が債務処理に関する計画に従って、資産の評価換えをし、又は債務の免除を受
けたときは、資産の評価損益の計上又は期限切れ欠損金の損金算入ができるようになります。

改 正 内 容

（出典）金融庁

債
務
免
除
益

評価損

期限切れ
欠損金

青色欠損金

＜企業再生税制適用の要件＞

●公表された債務処理の準則
（支援協等の準則）に従って

計画が策定されていること

●2以上の金融機関による債権
放棄が行われていること

○今回、再生ファンドによる
債権放棄も追加（特例）

相殺

債
務
免
除

負債の減少 税務上益金となる 税務上損金にできる

「企業再生税制」の概要
借り手の課税において、

評価損の損金
算入が可能

期限切れ
欠損金の優先
利用が可能

翌期以降の課税
所得と相殺可能

課税が生じない 青色欠損金・・・通常所得と相殺可能な7年分（9年分）の繰越欠損金
期限切れ欠損金・・・通常所得との相殺期限（7年間（9年間））が切れた欠損金

新設



7％税額控除

（中小企業のみ）

又は

即時償却

【平成25年3月末まで】

太陽光発電設備

（10kW以上）

風力発電設備

（1万kW以上）

7％税額控除

（中小企業のみ）

又は

30％特別償却

【平成26年3月末まで】

コージェネレーション設備

ハイブリッド建設機械

電気自動車

電気自動車用急速充電設備

等

7％税額控除

（中小企業のみ）

又は

即時償却

【平成27年3月末まで】

太陽光発電設備

（10kW以上）

風力発電設備

（1万kW以上）

コージェネレーション設備

7％税額控除

（中小企業のみ）

又は

30％特別償却

【平成28年3月末まで】

ハイブリッド建設機械

電気自動車

電気自動車用急速充電設備

中小水力発電設備

下水熱利用設備

定置用蓄電設備

LED照明

高効率空調 等 等
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環境関連投資促進税制の対象設備の拡充等

太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を2年間（平成27年3月31日まで）延長されるとと
もに、対象設備の範囲に、コージェネレーション設備が追加

中小水力発電設備、定置用蓄電設備、省エネ設備（LED照明、高効率空調等）等が30%特別償却（中
小企業は取得価額の７％税額控除）の対象に追加

設備追加

コージェネレーション設備

【対象設備の例】

LED照明

7%税額控除又は即時償却については、平成27年3月31日まで延長

7%税額控除又は30%特別償却については、平成28年3月31日まで延長

（出典：経済産業省）

ポ イ ン ト

改 正 内 容

適 用 時 期

拡充・新設
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研究開発税制の拡充（法人税・所得税・法人住民税）

総額型の控除上限
の引上げ（20％→30%）

【増加型】又は【高水準型】

特別試験
研究費
×12％

範囲拡大

【総額型】
試験研究費×8～10％
（注）中小企業は12%

【増加型】又は【高水準型】

法人税額
の40％

法人税額
の30％

法人税額
の20％

【控除上限】

20％

30％

【総額型】
試験研究費×8～10％
（注）中小企業は12%

特別試験研究費
×12％

一定の
企業間の共同研究
等を追加

（出典：経済産業省）

現 行 改正案

試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超
過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る
税額控除制度について、２年間の時限措置として、控除税額の上限が当期の法人税額の30％（現行20
％）に引き上げ

特別試験研究費の額に係る税額控除制度における特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で
実施される共同研究に係る試験研究費等を追加

中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人住民税の特例措置につ
いて、課税標準となる法人税額の控除額の上限を、2年間の時限措置として、控除税額の上限が当期の
法人税額の30％（現行20％）に引き上げ

（控除税額の引上げ）平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用

ポ イ ン ト

適 用 時 期

改 正 内 容

拡充
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雇用促進税制の拡充（法人税・所得税・法人住民税）

雇用促進税制に係る税額控除額を現行の増加雇用者1人当たり20万円から40万円に引き上げ

「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5
人以上（中小企業は2人以上）、かつ10％以上雇用者数
を増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対し
て、雇用者数の増加1人当たり20万円の税額控除が受け
られる制度
【実績】（制度開始から平成24年12月末まで）
・雇用促進計画の受付件数：49,575件
・計画中の雇用者増加予定数：348,905人

現 行 現行の問題点（上記③について）

この場合、適用年度中に雇用者を3名雇ったが、前期末の一般被保険
者のうち、2名が高年齢継続被保険者となったため、雇用者増加数は1
名となり、雇用者増加割合は（21-20）/20＝5%となるので、税制の
適用対象外

前期末の20人のうち2名が65歳と
なり高年齢継続被保険者となる

雇用者
（一般被保険

者）
20人

前期末
雇用者（一般
被保険者）

21人
高年齢継続被

保険者
2人

当期末
新規雇用者：3人

① 雇用者数が増加した場合に法人税額を特別控除する雇用促進税制について、税額控除限度額が増加雇用者数1人当たり40
万円（現行20万円）に引き上げられます。

② 法人住民税についても、課税標準となる法人税額の特別控除制度に係る税額控除限度額も同様に1人当たり40万円に引き
上げられます。

③ 適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置（※１）を講じます。

※１ 年度途中に「高年齢継続被保険者」になった者を雇用者として算定

（出典：厚生労働省）

ポ イ ン ト

改 正 内 容

拡充



中小法人の交際費課税の特例の拡充（法人税・法人住民税・事業税）

ポ イ ン ト
法人が支出した交際費は原則として損金不算入。しかし、中小法人等は一定額の損金算入の特例が
あり、この特例措置につき、損金算入限度額が現行の600万円までの交際費支出の90％相当額か
ら800万円以下全額に拡充されます。

中小法人等の支出する800万円以下の交際費が全額損金算入可能となります。

改 正 内 容

損金算入
（90％相当額）

損金不算入（10％相当額） 損
金
不
算
入
（
全
額
）

交際費支出額

100％

90％

損金
算入
割合

600万円

（定額控除限度額）

全額損金算入可能

損
金
不
算
入

交際費支出額

100％
損金
算入
割合

800万円

（定額控除限度額）

拡充

（注1）交際費の範囲から1人あたり5,000円以下の一定の飲食費等は除外（中小法人、大法人の区別なく適用）
（注2）資本金1億円超の法人が支出した交際費については、その全額が損金不算入
（注3）資本金5億円以上等である法人との間にその法人による完全支配関係がある普通法人等が支出した交際費に

ついては、その全額が損金不算入

（出典）経済産業省

13Copyright©2013Asahi Tax Corporation

拡充
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その他の措置①（法人税関係）

項目 取扱い

(1)再生計画認可の決定があった
ことに準ずる一定の事実が生じた
場合における資産の評価損益の計
上

評価損益の計上に適さない資産の範囲から少額資産を除外し、評価差額が1,000万円未満の資
産等であってもその評価損益を計上可

(２)廃棄物処理業の用に供される
自走式の作業用機械設備に係る法
定耐用年数

廃棄物処理業の用に供される自走式の作業用機械設備に係る法定耐用年数が8年（現行17年）
に短縮（所得税も同様）

(３)国庫補助金等で取得した固定
資産等の圧縮額の損金算入制度

対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく
助成金で固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発（仮称）等に係るものを追加（所得税も同
様）

(４)個別評価金銭債権に係る貸倒
引当金制度

貸倒引当金の繰入事由に手形交換所に相当する一定の電子債権記録機関による取引停止処分を追
加（所得税も同様）

(５)株式会社企業支援機構の改組
に伴う同機構に係る貸倒引当金制
度及び企業再生税制

改組後の株式会社地域経済活性化支援機構（仮称）においても引き続き対象（地方税も同様）

(６)金融商品取引法の改正により
追加される虚偽開示書類の提出に
加担する行為に対する課徴金等

他の金融商品取引法の課徴金と同様に損金の額に算入しない（所得税も同様）

(７)青色申告書を提出しなかった
事業年度の災害損失欠損金額の繰
越控除制度

災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書において災害損失の額の計算に関する明細の記
載がない場合であっても、その後の修正申告書又は更正請求書の提出の際にその明細を記載した
書類を添付しているときは、この制度の適用があることを明確化

改 正 内 容

法人税関係



15Copyright©2013Asahi Tax Corporation

その他の措置②（法人税・地方税関係）

項目 取扱い

(８)民事再生等一定の事実による
債務免除等があった場合に青色欠
損金等の控除後に繰越欠損金を損
金算入できる制度

青色欠損金等の控除前の所得金額が債務免除益相当額を超える場合における損金算入額は、青色
欠損金等の控除後の所得金額からその超える部分の金額の20%相当額を減算した金額を限度。
ただし、中小法人等は現行どおり

(９)法人税の額から控除する所得
税の額の計算

公社債等に係る所得に対する課税の見直しに合わせて、公社債の利子、公社債投資信託の収益の
分配等に対する所得税の額の所有期間による按分が廃止され、その全額を控除

(10)改正後薬事法に規定する希少
疾病用再生医療製品（仮称）に関
する試験研究費

薬事法の改正に伴い、改正後の薬事法に規定する希少疾病用再生医療製品（仮称）に関する試験
研究で独立行政法人医薬基盤研究所法の規定による助成金の交付の対象となった期間に行われる
ものに要する費用の額について、引き続き、特別試験研究費の額に係る税額控除制度における特
別試験研究費の額とする措置（所得税も同様）

改 正 内 容

法人税関係

項目 取扱い

(１)障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律
の施行に伴う法人事業税の所得割
の課税標準の算定の方法

所要の規定の整備を行う

地方税関係
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組織再編・連結



特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
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特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度における、特定資産の範囲が広がります。

【現行の概要】

法人と支配関係法人との間でその法人を合併法人等とする適格合併等のうち共同で事業を営むための適格合併等に該当しないもの（
特定適格組織再編成等）が行われた場合に、その支配関係がその法人の特定適格組織再編等の日の属する事業年度開始の日の5年前の
日以後に生じているときは、その法人の適用期間（注1）において生ずる特定引継資産（注2）又は特定保有資産（注3）に係る譲渡等損失額
は、その法人の各事業年度の損金の額に算入しません。（法法62の7、81の3）

（注）1. 特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日（その日が支配関係発生日以後5年を経過する日
後である場合には、その5年を経過する日）までの期間

2. 特定適格組織再編成等により移転を受けた資産で被合併法人等が支配関係発生日前から有していたもの

3. 合併法人等が支配関係発生日前から有していた資産

特定適格組織再
編等の属する事
業年度開始日

合 併 法 人

被合併法人

（支配関係法人）

適用期間

支配関係
発生日

買収

5年

適格合併

・特定引継資産
譲渡等損失額

・特定保有資産
損金不算入

被合併法人と支配

関係がある他の法人

適格合併

被合併法人と支配関係がある他の法人
から移転を受けた一定の資産についても
損金不算入制度の制限対象に加わる。

平成25年4月1日以後に他の法人との間に支配関係があることとなる法人に係る資産について適用

（出典）財務省の資料を修正

ポ イ ン ト

適 用 時 期

改 正 内 容



適格合併等の場合における欠損金の制限措置①
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青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度における、制限対象となる欠損金の範囲が広が
ります。

【現行の概要】
○ 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限（法法57③、法令112⑤）

適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に支配関係があり、その支配関係がその合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日
の５年前の日以後に生じている場合において、その適格合併が共同で事業を営むためのものに該当しないときは、①及び②の欠損金額は、

被合併法人から引継ぎを受ける欠損金額（未処理欠損金額）には含まれません。
① 被合併法人の支配関係事業年度前の各事業年度の欠損金額
② 被合併法人の支配関係事業年度以後の各事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額相当額から成る部分の金額

○ 合併法人等の繰越青色欠損金額に係る制限（法法57④、法令112⑧）

法人と支配関係法人との間でその法人を合併法人等とする適格組織再編成が行われ、かつ、その支配関係法人との支配関係がその法人の
適格組織再編成の日の属する事業年度開始の日の５年前の日以後に生じている場合において、その適格組織再編成が共同で事業を営むため

のものに該当しないときは、その法人の①及び②の欠損金額は、当該事業年度以後の各事業年度においては、ないものとされます。
① その法人の支配関係事業年度前の各事業年度の欠損金額
② その法人の支配関係事業年度以後の各事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額相当額から成る部分の金額

（注）特定資産譲渡等損失額相当額から成る部分の金額

支配関係事業年度以後の各事業年度で欠損金額の生じた事業年度ごとに、次のイからロを控除した金額をいう

イ その事業年度に生じた欠損金額のうちその事業年度について法法62の7を適用した場合に特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額

ロ その事業年度に生じた欠損金額のうち既に繰越控除された金額等

特定資産譲渡等損失額相当
額から成る欠損金額

合併法人

支配関係
事業年度

欠損金額
その他の欠損金額

欠損金額

被合併法人

支配関係

特定資産譲渡等損失額相当額か
ら成る決算金額欠損金額

その他の欠損金額

適格合併

: 欠損金額はないものと、又は未処理欠損金額に含まないものとされ、合併法人において繰越控除できない。

平成25年4月1日以後に他の法人との間に支配関係があることとなる法人に係る欠損金について適用

ポ イ ン ト

適 用 時 期

改 正 内 容

（出典）財務省



適格合併等の場合における欠損金の制限措置②
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青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度について、

引継ぎが制限される被合併法人の欠損金 及び ないものとされる合併法人等の欠損金

の範囲が広げられます。

【 問 題 点 】
○法人（Ｐ）が法人グループ（Ｘ及びＹ）をグループごとに買収した場合において、買収前からそのグループ内の法人（Ｘ）が有していた含み損

のある資産又は買収後に発生した欠損金(買収後に実現させた損失）を、買収した法人（Ｐ）が直接に適格合併等で取得するときにはその資産の

譲渡等損失額又は欠損金額は制限を受ける一方、そのグループ内で他の法人（Ｙ）に一旦適格合併等で移転させた後に法人（Ｐ）が更に取得す

るときにはその資産の譲渡等損失額又は欠損金額は制限されない。

ＰＹ間の支配
関係発生日

①買収

含み損資産の場合

Ｙ

適用期間

当初からの
支配関係

Ｘ

Ｐ

▲

含み損
資産α

②適格
合併

③適格
合併

含み損資産の場合

Ｙ

当初からの
支配関係

Ｘ

Ｐ

②適格
合併

③適格
合併

Ｙの欠損金額

Ｘから引き継いだ欠損金額

ＹがＸから引き継いだ資産（α）は、ＸＹ間の適
格合併の日に取得したものであるため、Ｐにおい
ては特定引継資産（ＰＹ間の支配関係発生日前か
ら有していたもの）に該当しないことから、αの
譲渡等損失額は損金算入可能

Ｘから引き継いだ欠損金額
（α実現損含む）

Ｘから引き継いだ欠損金額
（α実現損含む）

ＰＹ間の支配関係発生日前の欠損金額（Ｘから引き
継いだ欠損金額を含む）は、Ｐに引継ぎ不可

ＰＸ間の支配
関係発生日

▲

Ｙに引継ぎＹに引継ぎ

αを売却して
欠損金へ変換

含み損
資産α

ＰＹ間の支配関係発生日以後の欠損金額のうち、
Ｙがその支配関係発生日において有する資産の譲
渡等損失額から成る金額は、引継ぎ不可
一方、Ｘから引き継いだ支配関係発生日以後の各
事業年度に生じた欠損金額（αの実現損を含む）
については、その欠損金額の構成にかかわらず、
Ｐに全額引継ぎ可能

Ｙに引継ぎＹに引継ぎ

①買収

ＰＹ間の支配関係発生日

ＰＸ間の支配
関係発生日

▼

▲

特定資産譲渡等損失額相当額から成る欠損金額

平成25年4月1日以後に他の法人との間に支配関係があることとなる法人に係る欠損金について適用

ポ イ ン ト

適 用 時 期

改 正 内 容

（出典）財務省



連結納税制度に関する改正
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ポ イ ン ト
連結納税制度について、みなし配当事由による投資簿価修正額の計算及び連結留保金額の計算方法の
変更が行われます。

改 正 内 容

改正により追加

１．みなし配当事由による投資簿価修正額の計算の整備

平成22年の税制改正により連結子法人株式の帳簿価額の修正（投資簿価修正）を行う譲渡等修正事由に、他の連結
法人にみなし配当事由が生じたことが追加され、当初投資価額が譲渡原価となるよう、投資簿価修正が行われること
とされました。

この度の改正により、連結法人が連結子法人株式の譲渡を行う場合等においてその譲渡直前に行う投資簿価修正に
ついて、その修正事由がみなし配当事由によるものである場合における投資簿価修正額の計算について所要の整備が
行われます。

２．連結留保金額の計算方法の変更

連結特定同族会社の留保金課税制度について、連結留保金額に連結法人間で行われた適格現物分配に係る移転資産
の価額を含めることとなります。

【連結留保金額計算方法】

連結留保金額 ＝ 連結所得等の金額のうち留保した金額 － 当期連結法人税相当額 － 当期住民税相当額

± 連結グループ内配当についての調整額 ＋ 適格現物分配に係る移転資産価額
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国際課税



振替公社債等の利子等の非課税制度
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海外投資家が受ける振替公社債等の利子等については、一定の手続要件を満たすと、非課税とされていま
す。本年度の税制改正により、この特例の適用期限が撤廃されます。

国

内

公

社

債

市

場

海

外

投

資

家

振替公社債等

利子

非課税制度
平成25年3月31日まで

適用期限を撤廃※

・所有期間にかかわらず、そ
の全額について源泉徴収を
不適用又は非課税とする。

・所有期間明細書を廃止する
とともに、非課税適用申告
書等を５年ごとに提出する。

・償還金等についても、非課
税適用申告書の提出を要件
として、償還時の源泉徴収
を行わず、所得税及び法人
税を非課税とする。

※次に掲げる振替社債等の利子等については、平成28年3月31日までに発行されるものに限ることとされます。

・振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
・東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債

ポ イ ン ト

改 正 内 容

適 用 時 期
①平成25年3月31日までとされていた適用期限を撤廃

②平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき振替公社債等の利子等及び償還金等について適用

①(振替社債等の利子等の非課税)
②(振替公社債等の利子等の非課税)



外国子会社合算税制等に係る外国税額控除の見直し
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無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社合算税制の合算所得につき、本店所在地国以外
の国で課税される場合には、当該合算所得は、外国税額控除の適用上、非課税国外所得に該当しない
ことになります。

ポ イ ン ト

改 正 内 容

日本企業
所得100

＜A 国＞
（無課税国）

A国企業
所得100

＜B 国＞

100%子会社設立

現 行

課税20

【控除限度額の計算】

一括限度額方式
（控除限度額＝法人税額×国外所得※１／全世界所得）

※１非課税国所得は国外所得に含めない（経過措置あり※２）
※２平成26年3月31日までの間に開始する事業年度においては

非課税所得の５／６が国外所得から除外されます。

控除限度額＝20×０／（100＋100）＝０

改正案

控除限度額＝20×100／（100＋100）＝10



移転価格税制の見直し
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ポ イ ン ト 国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆる移転価格税制）について見直しが行われます。

改 正 内 容

【独立企業間価格の算定方法】

①独立価格比準法
②再販売価格基準法
③原価基準法
④①～③に準ずる方法

上記④の方法

①利益分割法
②取引単位営業利益法
③上記①～②に準ずる方法

取引単位営業利益法

国外関連取引が棚卸資産の購入の場合

独立企業間価格＝再販売価格－（再販売価格×比較対象取引に係る営業利益
／比較対象取引に係る総収入金額＋買手の販管費）

取引単位営業利益法で使用する利益水準指標に営業費用売上総利益率（いわゆるベリー比）を加えることになります。



過大支払利子税制の整備

27Copyright©2013Asahi Tax Corporation

ポ イ ン ト

改 正 の 考 え 方

過大支払利子の判断基準 対応する我が国の制度

①過少資本税制 資本に比して負債が過大

②過大支払利子税制 所得に（利息支払前）に比し
て支払利息が過大

過少資本税制と過大支払利息税制の双方の適用対象となる場合

現 行 その計算された損金不算入額のうちいずれか多い金額が当期の損金不算入額とされます。

改正案 上記のみならず、重複適用排除に関する規定等の整備が行われます。

平成24年度からの過大支払利子税制の導入に伴い、関連する事項につき所定の整備が行われます。

過少資本税制と過大支払利子税制の重複排除

法人事業税の見直し

法人事業税の付加価値割の課税標準である単年度損益について所定の措置が講じられます。
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租税特別措置法関連



租税特別措置法①（法人税関係：廃止・縮減等）
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項目 取扱い（適用期限等）

(1)サービス付き高齢者向け賃
貸住宅の割増償却制度

適用期限が平成28年3月31日まで３年延長されるとともに、平成27年４月１日から平成28年３
月31日までの間に取得等をしたものの割増償却率を14％（耐用年数が35 年以上であるものにつ
いては、20％）（現行28％（耐用年数が35 年以上であるものについては、40％））に引き下
げられます（所得税についても同様）。

(2)特定再開発建築物等の割増
償却制度

次の見直しが行われます（所得税についても同様）。
① 都市再開発法の施設建築物に係る措置について、対象となる施設建築物を施行地区の面積が
5,000 ㎡以上の市街地再開発事業に係るものに限定した上、その適用期限が平成27年3月31日ま
で２年延長されます。
② 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置につ
いて、都市再生緊急整備地域内において行われる都市再生事業により整備される建築物の割増償却
率を40％（現行50％）に引き下げられた上、その適用期限が２年延長されます。
③ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特別特定建築物に係る措置は、その
適用期限の到来をもって廃止されます。
④ 雨水貯留浸透利用施設に係る措置の適用期限が２年延長されます。

法人税関係【廃止・縮減等】

改 正 内 容

その他の租税特別措置法の法人税関係の特例は、「廃止・縮減等」は4項目、「新設」は1項目、｢延
長・拡充等｣は16項目、そのうち主なものは以下のとおりになります。

ポ イ ン ト



租税特別措置法②（法人税関係：延長・拡充等）
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項目 取扱い

(1)国際戦略総合特別区域における機械等を取得
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度

対象資産に開発研究用の器具備品が加えられます。

(2)共同利用施設の特別償却制度の延長 適用期限が平成27年3月31日まで2年延長されます。

(3)特定農産加工品生産設備等の特別償却制度の
延長

適用期限が平成27年3月31日まで2年延長されます（所得税についても同様）。

(4)医療用機器等の特別償却制度の延長 対象機器等の見直しが行われた上で、適用期限が平成27年3月31日まで2年延
長されます。

(5)支援事業所取引金額が増加した場合の３年以
内取得資産の割増償却制度

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う所要
の規定の整備が行われた上で、その適用期限が平成27年3月31日まで２年延長
されます（所得税についても同様）。

(6)農業経営基盤強化準備金制度の延長 適用期限が平成27年3月31日まで２年延長されます（所得税についても同様）。

(7)投資法人に係る課税の特例 次の見直しが行われます。
① 投資法人がその所有する資産につき特定の資産の買換えの場合の課税の特例
等を適用した場合には、一定の要件の下、支払配当等の額が配当可能利益の額の
90％を超えていることとする要件における配当可能利益の額から買換特例圧縮
積立金（仮称）として積み立てた金額が控除されます。
② 投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴い、投資法人が海外不動産の
取得等のみを目的とした海外の特別目的会社の株式を取得した場合には、その取
得が実質的にその投資法人が海外にある不動産を取得する場合と同視できるもの
として一定の要件を満たす場合に限り、他の法人の発行済株式又は出資の総数又
は総額の50％以上を有していないこととする要件を適用しないこととなります。

(8)倉庫用建物等の割増償却制度 対象となる倉庫用建物等の設備要件の見直しが行われた上で、その適用期限が平
成27年3月31日まで２年延長されます（所得税についても同様）。

改 正 内 容

法人税関係【延長・拡充等】
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相続税・贈与税



相続税の基礎控除及び税率構造の見直し①
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ポ イ ン ト

平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用適 用 時 期

改 正 内 容

基礎控除の引下げ

税率構造の見直し

10%

15%

30%

40%
45%

50%

55%

20% 現行（6段階）

改正案（8段階）

（％）

（
税

率
）

0 1,000万 3,000万 5,000万 1億 2億 3億 6億 （円）

（各法定相続人の法定相続分相当額）

バブル時の地価に対応していた基礎控除の水準をバブル前の水準に戻します。
高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から最高税率を55％へ引き上げるなど税率構造の
見直しが行われます。

〔現 行〕 5,000万円 ＋ 1,000万円 × 法定相続人の数

〔改 正 案〕 3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

（出典）財務省の資料を修正



相続税の基礎控除及び税率構造の見直し②
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現 行 改正案

各取得分の金額 税 率 控除額 各取得分の金額 税 率 控除額

1000万円以下 10％ ─ 1000万円以下 10％ ─

3000万円以下 15％ 50万円 3000万円以下 15％ 50万円

5000万円以下 20％ 200万円 5000万円以下 20％ 200万円

1億円以下 30% 700万円 1億円以下 30％ 700万円

3億円以下 40％ 1700万円
2億円以下 40％ 1700万円

3億円以下 45％ 2700万円

3億円超 50% 4700万円
6億円以下 50％ 4200万円

6億円超 55％ 7200万円

相続税の税率構造の見直し
【相続税速算表】

平成27年1月１日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用適 用 時 期

改 正 内 容



相続税の基礎控除及び税率構造の見直し③
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相続税早見表 相続人が配偶者と子の場合



相続税の基礎控除及び税率構造の見直し④
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相続税早見表 相続人が子のみの場合



未成年者控除及び障害者控除の見直し
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ポ イ ン ト
未成年者控除及び障害者控除について、前回改正時（昭和63年）からの物価の動向及び相続税全体
の内容を踏まえ、控除額を次の通り引き上げる見直しが行われます。

平成27年１月１日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用適 用 時 期

①未成年者控除の見直し

②障害者控除の見直し

現 行 改正案

20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円

現 行 改正案

85歳までの1年につき6万円
（特別障害者について12万円）

85歳までの1年につき10万円
（特別障害者について20万円）

相続人が15歳の場合 相続人が20歳の場合

未成年者控除 障害者控除

相
続
税
控
除
額

現

行
6万円 ×（20歳 － 15歳）＝ 30万円

6万円 × （85歳 － 20歳）＝ 390万円

改
正
案

10万円 ×（20歳 － 15歳）＝ 50万円
10万円 × （85歳 － 20歳）＝ 650万円

 計算例（相続税から控除できる金額） 

（特別障害者1,300万円）（特別障害者20万円）

（特別障害者12万円） （特別障害者780万円）

改 正 内 容



贈与税の税率構造及び相続時精算課税制度の見直し①
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ポ イ ン ト

適 用 時 期

改 正 内 容

高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大や経済活性化を図る観点から、相続税
の見直しに併せて、
① 暦年課税について、子や孫などの直系卑属が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和
② 相続時精算課税制度について、受贈者に孫を追加するなど、その対象範囲を拡大

①税率構造の見直し（暦年課税）

②相続時精算課税制度の対象者の見直し

【現 行】

受贈者：20歳以上の

贈与者： の者

推定相続人

65歳以上

【改正案】

20歳以上の

の者

推定相続人及び孫

60歳以上

200万 400万 600万 1,000万 1,500万 3,000万 4,500万

（ 贈 与 税 の 課 税 価 格 ）

（円）

（％）

（
税

率
）

現 行 一 般

【政府案】 直系卑属
(20歳以上)

【政府案】 55％

10％

15％

20％

30％

40％

45％

50％

300万

平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用

（出典）財務省



贈与税の税率構造及び相続時精算課税制度の見直し②
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【贈与税の速算表（現 行）】 【贈与税の速算表（改正案）】

ポ イ ン ト

改 正 内 容

相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造が見直されます。

平成27年１月１日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用適 用 時 期

基礎控除及び配偶者
控除後の課税価格

税率 控除額

200万円以下 10％ ─

300万円以下 15％ 10万円

400万円以下 20％ 25万円

600万円以下 30％ 65万円

1,000万円以下 40％ 125万円

1,000万円超 50％ 225万円

①の場合 ②の場合

基礎控除及び配偶者
控除後の課税価格

税率 控除額 基礎控除及び配偶者
控除後の課税価格

税率 控除額

200万円以下 10% ─ 200万円以下 10% ─

４00万円以下 15% 10万円 300万円以下 15% 10万円

600万円以下 20% 30万円 400万円以下 20% 25万円

1,000万円以下 30% 90万円 600万円以下 30% 65万円

1,500万円以下 40% 190万円 1,000万円以下 40% 125万円

3,000万円以下 45% 265万円 1,500万円以下 45% 175万円

4,500万円以下 50% 415万円 3,000万円以下 50% 250万円

4,500万円超 55% 640万円 3,000万円超 55% 400万円

① 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造の見直し

② ①以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造の見直し



贈与税の税率構造及び相続時精算課税制度の見直し③
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改 正 内 容

贈与金額（基礎控除前）

200万円 400万円 500万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円

現 行
9万円

(4.5％)
33.5万円
（8.4％)

53万円
(10.6％)

231万円
(23.1％)

470万円
(31.3％)

720万円
(36％)

改 正 案
（20歳以上の者が直系尊属

から贈与を受けた場合）

9万円
(4.5％)

33.5万円
（8.4％)

48.5万円
（9.7％）

177万円
(17.7％)

366万円
(24.4％)

585.5万円
(29.3％)

改 正 案
（上記以外）

9万円
(4.5％)

33.5万円
(8.4％)

53万円
(10.6％)

231万円
(23.1％)

450.5万円
(30％)

695万円
(34.8％)

平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税から適用

（ ）は、贈与税÷贈与金額

贈与者 受贈者

適 用 時 期

贈与税
の金額

贈与
金額



贈与税の税率構造及び相続時精算課税制度の見直し④
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ポ イ ン ト
現行制度上、相続時精算課税の適用を受けることができる受贈者は贈与者の推定相続人に限られていま
す。若年世代への早期移転を促進する観点から、相続税の見直しと併せて相続時精算課税の適用要件が
次のように見直されます。

平成27年1月１日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税から適用適 用 時 期

①受贈者の範囲に、20歳以上である孫（現行 推定相続人のみ）が追加されます。

②贈与者の年齢要件が60歳以上（現行 65歳以上）に引き下げられます。

推定相続人

推定相続人及び孫

65歳以上

60歳以上

贈与者 受贈者

現 行

改正案

贈与

改 正 内 容



教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置①
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ポ イ ン ト

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り適用。適 用 時 期

改 正 内 容

直系尊属

（贈与者）

（受贈者３０歳未満の者に限る）

直系卑属

（受贈者３０歳未満の者に限る）

金融機関※1

信託等
口座

贈与

教育費の必要に応じて払出

[改正案]
一括贈与であっても、1500万円（学校等以外
の者に支払われる金銭については、500万円を
限度とする）までは贈与税を非課税

[現 行]
教育費の都度贈与は非課税

高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好
循環」につなげるため、教育資金の一括贈与が1,500万円まで非課税とする制度が創設されます。

教育資金等※2

※1金融機関（信託会社（信託銀行含む。）、銀行等及び金融商品取引業者（第一種金融商品取引業を行う者に限る。））
※2教育資金とは、文部科学大臣が定める

①学校等に支払われる入学金その他の金銭
②学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの



教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置②
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（1）申告 （2）払出し確認等

（3）終了時

受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した
教育資金非課税申告書（仮称）を金融機関を経由し、受贈
者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当した
ことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。
金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教
育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記
録するとともに、当該書類及び記録を受贈者が30 歳に達
した日の翌年３月15 日後６年を経過する日まで保存しな
ければなりません。

① 受贈者が30 歳に達した場合
イ 調書の提出

金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額（以下「非課税拠出額」という。）及び契約期
間中に教育資金として払い出した金額（上記（2）により記録された金額とする。）の合計金額（学校等以外の者に
支払われた金銭のうち500 万円を超える部分を除く。以下「教育資金支出額」という。）その他の事項を記載した調
書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30 歳に達した日に贈与があったものとして
贈与税が課税されます。

② 受贈者が死亡した場合
イ 調書の提出

金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しな
ければなりません。

ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税は課されません。

改 正 内 容



小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し①
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改 正 内 容

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件
限度面積
（㎡）

減額される
割合

被相続人等
の事業の用
に供されて
いた宅地等

貸付事業以外の事業用の宅地等 ① 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400 80％

貸付事業用
の宅地等

一定の法人に貸し付けら
れ、その法人の事業(貸付
事業を除く)用の宅地等

②
特定同族会社事業用宅地等に該当す
る宅地等

400 80％

③ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200 50％

一定の法人に貸し付けら
れ、その法人の貸付事業用

の宅地等
④ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200 50％

被相続人等の貸付事業用の
宅地等

⑤ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200 50％

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 ⑥ 特定居住用宅地等に該当する宅地等 240 80％

①特定居住用宅地等に係る特例の特例対象面積が現行の240㎡から330㎡に拡大
②特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合
には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。ただし、貸付事業用宅地等を選択する場合
における適用対象面積の計算については、現行通り、調整を行います。

平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用適 用 時 期

330㎡特定居住用宅地等に係る特例の特例対象面積の拡大

ポ イ ン ト



小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し②
（適用要件）
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被相続人等の「等」

…生計一の親族

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等（当該宅地等が2以上ある場合
は、政令で定める宅地等に限ります）で、

被相続人
⇒ 配偶者

居宅 当該相続人の配偶者が相続
又は遺贈により取得したも
の（政令で定める部分に限
る）をいう。

次に掲げる要件のいずれかを満たす
当該相続人の親族（配偶者を除く）
が相続又は遺贈により取得したもの
（政令で定める部分に限る）をいう。

同居親族 非同居・非生計一の親族 生計一の親族

所有継続要件 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を保有

居住継続要件
相続税の申告期限まで当該家屋
に居住していること

居住要件なし
相続開始前から申告期限まで引
き続き当該宅地等を自己の居住
の用に供していること

相続開始前
被相続人の居住用家屋に同居し
ている親族

被相続人の配偶者または同居親
族がいない場合で、自分および
配偶者が所有する建物に居住し
たことがない親族

被相続人と同居していない生計
一の親族

相続開始後 親族が所有し、居住する
親族が所有するが、居住しなく
てもよい

親族が所有し、居住する

被相続人
⇒ 配偶者を除く親族

居宅

現 行



小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し③
（限度面積の改正）
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特例の対象として選択する宅地等の全てが特例事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対

象面積まで適用可能になります。

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用適 用 時 期

【計算例】 被相続人が製造業を個人で経営していた場合

自営業土地 （400㎡ 路線価150千円）

被相続人自宅 （330㎡ 路線価400千円）

（他の適用要件は全て満たしていると仮定）

⇒現行は自宅（特定居住用宅地等）から小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、限度面積240㎡まで適用している
ため自営業土地については適用できなかったものが、改正案は適用可能となり、自宅（居住用宅地等）の適用面積も
330㎡に拡充されるため、評価減額が拡大する。

解 説



小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し④
（二世帯住宅）
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適 用 時 期

改 正 内 容

一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合、

特定居住用宅地等の特例適用対象となる要件が改正されます。

平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用

現 行 適用なし

改正案 適用あり

2Ｆの長男（生計別親族）
が父（被相続人）の土地
を取得

＜事例＞
被相続人の建物（構造上区分有り）

1階に被相続人父（配偶者母または同居相続人有り）が、2階
に長男（生計別親族）が居住していた

相続発生後、土地は2階の長男（生計別親族）が取得した場合

他の適用要件は全て満たしていると仮定

【現 行】小規模宅地の特例の適用なし

【改正案】適用有りに改正！建物が生計別親族の所有の場合も適用可

（1）その構造上の区分された数個の部分の各部分（以下「独立部分」といいます）を独立して居住その他の用途に供する

ことのできる建物の全部を被相続人又は被相続人の親族が所有していること。

（2）適用を受ける親族が、被相続人が相続開始の直前において居住の用に供していた独立部分以外の独立部分に居住していること。

（3）被相続人の配偶者又は被相続人が居住の用に供していた独立部分にともに起居していた被相続人の相続人がいないこと。

現 行

共同住宅

２F 長男が居住

１F 被相続人父
及び母が居住

父母 居住 対応分 長男 居住 対応分

父母 居住 対応分 長男 居住 対応分

２F

1F

被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した
その二世帯住宅の敷地の用に供されていた宅地
等のうち、被相続人及びその親族が居住してい
た部分に対応する部分。

改正案

ポ イ ン ト



小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し⑤
（老人ホーム）
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適 用 時 期

改 正 内 容

①被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったも
のと認められること。

②被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。

④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終

身利用権が取得されたものでないこと。

現 行

老人ホームに入所したことにより、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次

の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用

①被相続人に介護が必要なた
め入所したものであること。

②当該家屋が貸付け等の用途

に供されていないこと。

改正案

老人ホームに入所した場合の小規模宅地等の評価減の適用要件が緩和されます。ポ イ ン ト

平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用

被相続人が老人ホーム
に入所前まで居住

被相続人所有

相続の開始の直前の時において被相続人の居住の供されていたとして小規模宅地等の特例を適用

要件①
被相続人に介護が
必要なため入所

要件②
自宅が貸付け等の用途に
供されていない

（他の適用要件は全て満たしていると仮定）

老人ホーム



国外に居住する相続人等に対する相続税・贈与税の課税の適正化
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適 用 時 期

改 正 内 容

（現 行）相続人等が国外に居住している場合において、その相続人等が日本国籍を有するときは、国外財産についても課税される。
（改正案）日本国籍を有しないときも国外財産についても課税されることになります。

国 内 国 外
【相続税・贈与税の納税義務の範囲】

国
内
に
居
住

国外に居住

日本国籍あり

日本
国籍
なし

5年以内
に国内に
住所あり

左記
以外

国内に居住

国
外
に
居
住

5年以内に国内
に住所あり

上記以外

父

孫

子

[日本国籍］

外国籍

外国で出生
日本国籍
取得せず

課税

課税なし

国
外
財
産

国
外
財
産相続・贈与

相続・贈与

相続人

受贈者

国
内
財
産

国
外
財
産

と
も
に
課
税

被相続人

贈 与 者

現 行

改正案 課税

ポ イ ン ト 子や孫等に外国籍を取得させることにより、国外財産への課税を免れるような租税回避事例が生じ
ていることから、相続税・贈与税の納税義務の範囲について適正化が図られます。

現 行 改正案

平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用。

日本
国籍
なし

国
内
財
産
、
国
外

財
産
と
も
に
課
税

国
内
財
産
の
み

に
課
税

（出典）財務省の資料を修正



事業承継税制①（相続税の納税猶予制度）
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○破産手続開始決定又は特別清算開始の
命令があった場合
○次の後継者へ贈与税の納税猶予制度を
利用した贈与をした場合
○同族外へ売買し、譲渡対価又は譲渡時
の時価のいずれか高い額が猶予税額を下
回るときは、その差額分の納税を免除

【改正案】利子税の扱いを変更

計画的な承継に係る取組

○計画的な承継に係る取組を行っていることについて経
済産業大臣の確認を受けている必要があります。

【改正案】大臣の確認制度の廃止

以下の場合は大臣確認は不要です。

①施行直後（平成２０年１０月１日から平成２２年３月３１
日）

②被相続人が６０歳未満の場合

③相続人が公正証書遺言により取得する株式を合わせ
ると、発行済議決権株式総数の５０％超を有する場合

株式の相続
○会社の代表者であったこと。

○被相続人と同族関係者で発行済議決権株
式総数の５０％超の株式を保有かつ同族内
で筆頭株主であったこと。

に該当することが必要です。

相続人

（後継者）

会社

５年間

事業継続の要件

○５年間、

・代表者であること

・毎年雇用の80％以上を維持。

【改正案】５年間の平均で80％を維持

80％未満による取消しでも延納・物納も可

・相続した対象株式の継続保有。

に該当することが必要です。

雇用については、厚生年金保険及び健康保険加入
者をベースに算定します。（「パート」等の非正規社
員は除きます。）

組織再編を行った場合であっても、実質的な事業継
続が行われているときには認定を継続できます。

被相続人の要件

○死亡の時まで対象株式を保
有し続けた場合など「一定の場
合」に猶予税額の納付を免除。

経済産業大臣

[認定基準]
被相続人、相続人及び会社に係
る要件等に該当しているか否か。

認定対象会社の要件

○中小企業基本法の中小企業であること。（特例有限会
社、持分会社も対象。）

○非上場会社であること。

○資産管理会社ではないこと【改正案】範囲の見直し

等に該当することが必要です。

「資産管理会社」とは、「有価証券、不動産、現預金等の合
計額が総資産額の７０％を占める会社」及び「これらの運
用収入の合計額が総収入金額の７５％以上を占める会
社」です。ただし、事業実態のある会社は除きます。

認
定

事業承継のチェック

被相続人

相続人の要件

○会社の代表者であること

○被相続人の親族であること

【改正案】親族外も可

○相続人と同族関係者で発行済議決権株
式総数の５０％超の株式を保有かつ同族内
で筆頭株主となる場合

に該当することが必要です。

贈与税における事業承継税制にも改正あり

５年経過後

後継者がその会社の議決権株式等（発行済議決権株式の2/3が上限）の80％に対応する相続税の納付を猶予する制度

（出典）中小企業庁省の資料を修正

改 正 内 容



事業承継税制②（相続税・贈与税の納税猶予制度）
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適 用 時 期

改 正 内 容

（※1）猶予税額が免除される「死亡」以外の例

会社の倒産

同族関係者以外の者に株式等を全部譲渡した
場合（譲渡対価等を上回る税額を免除）

後継者への贈与

後継者の相続税のうち、議

決権株式等の 80％ に対応

する相続税の納税を猶予

後
継
者
の
死
亡
等
(※1)

後
継
者
の
死
亡
等
(※1)

株式等を譲渡した場合

譲渡等した部分に対応
する猶予税額を納付 猶予税額の免除

株式等の保有継続等

（※3）改正案による贈与時の認定会社の役員退任要件の緩和（贈与者の要件 「現行 役員を退任すること」 「改正案 代表権を有していないこと」）に基づく措置

平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用

５年間の経過後に納税猶予税額の全部
又は一部を納付する場合
⇒当該期間中利子税を免除

要件を満たさなくなった場合申告・担保提供

経産大臣
の確認

事業承継の
計画的な
取組み

相

続

開

始

申

告

期

限

10ヶ月間 5年間

相続税

株券不発行の場合

要発行

不発行(※２)

現 行

改正案

役員である贈与者
が給与支給等を受
けた場合であって
も納税猶予の取消
事由にしない

（※3）

贈与税

改正案

金銭全額納付

延納・物納の
適用選択可

現 行

改正案

猶予税額の納付に併せて利子税 【特例基準割合が2％の場合】を納付。現行2.1％ 改正案0.9％

経産大臣の認定

会社、後継者に関する要

件の判定

後継者が親族等

事業の継続

・代表者であること

・株式等の保有継続

・雇用の８割維持等

⇒５年間の平均

（※2）一定の要件を満たす場合に限る

改正案

改正案



事業承継税制③（相続税・贈与税の納税猶予制度）
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適 用 時 期

改 正 内 容

民事再生計画の認可決定等があった場合、その時点におけ
る株式等の価額に基づき納税猶予税額を再計算し、その再
計算後の納税猶予税額について、納税猶予が継続されます。

特例創設要件

適用対象となる資産保有型会社・資産運用型会社の要件

（イ）被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格か
ら控除する場合には、非上場株式等以外の財産の価
額から控除することになります。

（ロ）資産保有型会社・資産運用型会社に該当する認定会
社等を通じて上場株式等（1銘柄につき、発行済株
式等の総数等の100分の3以上）を保有する場合に
は、納税猶予税額の計算上、その上場株式等相当額
を算入しないことになります。

納税猶予税額の計算

納税猶予の取消事由

適用対象となる資産保有型会社・資産運用型会社の要件につい
て、次のとおり所要の見直しが行われます。
イ 常時使用従業員数が５人以上であることとする要件は、経営

承継相続人等と生計を一にする親族以外の従業員数で判定。
ロ 商品の販売・貸付け等を行っていることとする要件について、

経営承継相続人等の同族関係者等に対する貸付けを除外。

納税猶予の取消事由である「総収入金額が零となった場
合」について、総収入金額の範囲から営業外収益及び特
別利益を除外します。

平成27年1月１日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用
（経過措置あり）



その他の相続税・贈与税の改正
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改 正 内 容

（1）非上場株式をその非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等
において相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人が加えられます。
（注）上記の改正は、平成27 年１月１日以後に開始する相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人に

ついて適用。
（2）直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、次の措置が講じられます。
①適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕

疵保険に加入していることを証する書類（加入後２年内のものに限る。）が加わり、既存住宅売買瑕疵保険に加入してい
る一定の中古住宅を適用対象に追加。

②適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類（耐震基準適合証明書）の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険
法人が追加されるとともに、書類の様式について見直し。

（3）農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、営農困難時貸付けの適用を受けることができる事由に、上肢又は下
肢の一部の喪失等の農業に従事することが困難な故障が生じたことが加えられます。

（4）特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置
特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられます。
①適用対象者の範囲の拡大。
②上記①の者に係る非課税限度額を3,000 万円。
③特別障害者扶養信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記①の者の死亡の日（現行 特別障害者の死亡後６月を経過す

る日）。
（注）上記の改正は、平成25 年４月１日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税について適用。

（5）相続税の物納制度における管理処分不適格財産の範囲
相続税の物納制度について、管理処分不適格財産の範囲に次の財産が加えられます。
① 地上権、賃借権その他の権利が設定されている不動産で、その権利を有する者が暴力団員その他一定の者等であるもの
② 暴力団員等が役員となっている法人又は暴力団員等が事業活動を支配する法人が発行した株式




